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事業用自動車による交通事故件数の推移
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各モードの交通事故の推移交通事故全体と事業自動車の交通事故の推移

出典：警察庁「令和5年中の交通事故の発生状況」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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○ 令和５年中に発生した交通事故全体の件数（人身事故件数）は307,930件、そのうち、事業用自動車の交通事故件数※は23,606

件となり、過去10年間で約半減しているものの、直近数年間は横ばいから微増傾向。

○ 令和５年の各モードの交通事故件数は、令和４年と比較してタクシー・貸切バスは増加、乗合バス・トラックは減少。

※ 事業用自動車が第一当事者である人身事故件数



事業用自動車による交通事故死者数の推移
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各モードの交通事故死者数の推移
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出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
出典：警察庁「令和5年中の交通事故の発生状況」

（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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タクシー ：25人以下
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○ 令和５年中に発生した交通事故全体の死者数は2,678人であり、そのうち、事業用自動車の交通事故死者数は271人（前年比

43人増）であった。

○ 令和５年の各モードの交通事故死者数は、令和４年と比較してタクシー・トラックは増加、乗合バス・貸切バスは横ばい。
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業態別の特徴的な事故（貸切バス）

貸切バスの事故類型 貸切バスの死亡事故類型
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出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

※令和５年の2件は、「背面通行中」「横断中」の人との事故。

○ 貸切バスの事故類型としては、「追突」が全体の約3割にあたる60件発生しており、最多。

○ 貸切バスの死亡事故類型としては、「背面通行中」 及び 「横断中」の人との事故であった。
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事故概要

岡山県真庭市 貸切バスの横転事故の概要について

○ 発生時刻・場所
令和６年１２月９日（月）午前９時４３分頃、岡山県真庭市蒜山上徳山付近

○ 事故状況
貸切バスが乗客４３名、添乗員１名を乗せ運行中、雪でスリップしたため停車したところ、左前輪の停止位置

が道路左側の法面にかかったため、進行方向左側面を下にして横転した。この事故により、乗客２名が重傷、９名
が軽傷を負った。

現場は、道路に積雪があるものの降雪しておらず轍部は路面が見えている状態であった。事業者からの情報によ
ると、当該貸切バスは岡山県の湯郷温泉から島根県の足立美術館に向かって運行しており、途中米子自動車道が
通行止めであったため一般道に迂回したものの、運転者が経路を誤って事故現場付近を運行していたもの。なお、当
該車両はスタッドレスタイヤは装着していた。（チェーンは未装着。）

まにわしひるぜんかみとくやま

出典：岡山放送ニュース

●事故の状況
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事故概要
○発生時刻・場所

・ 令和６年１２月９日（月）午後２時頃、北海道中富良野町の国道
○事故状況

・乗客３３名を乗せた貸切バスがガタンとした音を確認したと同時に停車、左後輪２本が脱落した。
・事故はホイールナットの緩みにより発生。
・日常点検は運転者が点検ハンマーを使用して実施。事故発生までの当日の走行距離は７～８０ｋｍ。
・１０月末頃に自社でタイヤ交換していたが、トルクレンチは使用せずインパクトで作業実施。
・ホイールボルトのねじ部及びナット部の点検・清掃は未実施で、脱着後の増し締めも未実施。
・脱着後の走行距離は約3,000ｋｍ。

北海道中富良野町 貸切バスの車輪脱落事故の概要について

●事故の状況

出典：NHK北海道
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「バスの安全運行の徹底について」通達を発出

年末年始の輸送等に関する安全総点検

再発防止対策
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事業用自動車総合安全プランの経緯

○ 事故の発生状況やその背景・傾向を調査・分析するとともに、社会情勢の変化や技術の進展を踏まえながら、有識者の議論を踏まえ
た事故防止対策である『事業用自動車総合安全プラン』を策定。

○ 定期的に取り組み状況やその効果をフォローアップし、有識者から評価・助言をいただきつつ取組を改善。

事業用自動車総合安全プラン2009（平成21年度～平成30年度）

・10年間で死者数半減（平成30年までに250人以下）
・10年間で人身事故件数半減（平成30年までに3万件以下）
・飲酒運転ゼロ

【目標】
・安全体質の確立 ・コンプライアンスの徹底 ・飲酒運転の根絶
・IT・新技術の活用 ・道路交通環境の改善

【重点施策】

・平成32年(令和2年)までに死者数235人以下
・平成32年(令和2年)までに人身事故件数23,100件以下
・飲酒運転ゼロ

【目標】
・関係者(行政、事業者、利用者)連携強化による安全トライアングルの構築
・飲酒運転の根絶 ・自動運転、ICTの開発・利用・普及の促進
・高齢者事故の防止対策 ・道路交通環境の改善
・事故分析に基づく特徴的な事故等への対応

【重点施策】
事業用自動車総合安全プラン2020（平成29年度～令和２年度）

事業用自動車総合安全プラン2025（令和３年度～令和７年度）

・24時間死者数225人以下、バスタクシーの乗客死者数ゼロ
・重傷者数2,120人以下
・人身事故件数16,500件以下
・飲酒運転ゼロ

【目標】 ※１～３番目までは令和７年までの達成目標
・「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現
・飲酒運転等悪質な法令違反の根絶 ・道路交通環境の改善
・新技術の開発・普及促進 ・超高齢社会における事故防止対策
・事故分析に基づく対策立案と関係者の連携による安全体質の強化

【重点施策】

軽井沢スキーバス事故の発生、人口減少や高齢化の進展、自動車の先進安全技術の普及 等

新型コロナウイルス感染症、災害の激甚化・頻発化、先進技術の開発・普及、健康起因事故等の依然とした発生 等

12
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世界に誇る安全な輸送サービスの提供を実現するために、行政・事業者・利用者の ‘安全トライアングル’ により、総力を挙げて事故の
削減に取り組むべく、第11次交通安全基本計画と期間を合わせた事業用自動車の安全プランを策定。

○ 依然として発生する飲酒運転、健康起因事故等への対策、先進技術の開発・普及を踏まえた対策、超高齢社会におけるユニバー
サルサービス連携強化を踏まえた事故防止対策

○ 新型コロナウィルス感染症拡大、激甚化・頻発化する災害等に対し、新たな日常への移行に伴う事業環境変化における安全対策
○ 重傷者数に対する削減目標とともに、業態毎に一層の事故削減を図るため、各業態の特徴的な事故に対する削減目標を設定

ポイント

【重点施策】

2. 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶

6. 道路交通環境の改善3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進

1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現

5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による安全体質の強化

4. 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策
・新型コロナウィルス感染症拡大に伴う運送労働環境の変化と付帯作業の増加への対応
・激甚化・頻発化する災害への対応 等

・飲酒運転事故件数の近年の下げ止まりへの対応
・社会的関心の高まる「あおり運転」への対応 等

・ICTを活用した高度な運行管理の実現
・無人自動運転サービスに向けた安全確保 等

・依然として多発する乗合バスの車内事故への対応
・高齢運転者事故への対応 等

・各業態の特徴的な事故への対応
・健康に起因する事故の増加への対応 等

・高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化
を推進する 等

【事故削減目標】

①24時間死者数225人以下、バス、タクシーの乗客死者数ゼロ
②重傷者数2,120人以下
③人身事故件数16,500件以下
④飲酒運転ゼロ

＜全体目標＞ ＜各業態の個別目標＞
【乗合バス】 車内事故件数85件以下
【貸切バス】 乗客負傷事故件数20件以下
【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950件以下
【トラック】 追突事故件数3,350件以下

事業用自動車総合安全プラン2025[～安全トライアングルの定着と新たな日常における安全確保～
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ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化

○ 事業用自動車の安全輸送の根幹を担う運行管理について、原則として各営業所に選任された運行管理者がそれぞれの営業所の運転者
に対する運行管理等を行っているが、運行管理者不足や長時間労働等の課題が顕在化しており、その対応が急務。

○ このため、ICTを活用した高度な機器を用いて遠隔の営業所間で点呼を行うことや、運行管理を集約して運行中の他営業所の運転者に対
する運行指示を行うこと等、安全性を確保しつつ運行管理者不足等への対応にも資する制度の創設に係る検討を実施。

遠隔点呼のイメージ

運行管理者は、運転者の乗務前後において、酒気・疾病・疲労の確認、運行の安全確保の
ために必要な指示等を行うための点呼を、原則対面で実施しなければならない。

点呼（対面点呼の原則）

対面点呼の様子

運行管理者

点
呼

遠隔点呼

ICTの活用による高度化

自動点呼

運行管理者 運転
者

運行管理者

運転者

運転
者

自動点呼のイメージ

点呼支援機器
自動カメラ、モニター等の映像・音声

を中継する機器を介して、遠隔
で点呼を実施

点呼支援機器に点呼時の確認、
指示項目の一部又は全部を代替
させて点呼を実施

＜主な効果＞
高度な点呼機器の使用による
確実性の向上
運転者・運行管理者の長時間
労働の是正

＜主な効果＞
人的ミスの減少による点呼の
確実性の向上
運転者・運行管理者の長時
間労働の是正

運行管理の一元化 高度な機器を使用し、同一事業者内において運行管理業務を一つの営業所に集約して実施
＜主な効果＞運行管理集約による、運行管理者不足の解消

令和３年度：機器要件等のとりまとめ、制度化
令和４年７月～：運用開始
令和７年４月～：事業者間遠隔点呼 追加

令和３年度：機器要件等のとりまとめ
令和４年12月～：業務後自動点呼制度運用開始
令和７年度：業務前自動点呼の制度制度化

令和６年４月～：運用開始

14



15

遠隔点呼・自動点呼の被実施場所の拡大（主なポイント）

告示・通達※１を令和６年３月末で改正し、遠隔点呼・自動点呼が実施可能な場所を拡大。
改正内容は、運行管理高度化WGのWEBサイトを参照※２。

※１ 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示（令和５年国土交通省告示第266号）及び旅客自動車運送事業運輸規
則の解釈及び運用について（平成 14 年１月 30 日付け国自総第 446 号、国自旅第 161 号、国自整第 149 号）

※２ 令和５年第３回運行管理高度化WG 参考資料１及び２ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000629.html

車内や運転者の自宅で遠隔点呼や自動点呼を実施できるようになるのですか。

○ 改正後の告示第４条第３号及び第８条第２号に基づき、遠隔点呼や自動点呼の要件を満たすことで、自動車の車内や待
合所、宿泊施設その他これらに類する場所（運転者の自宅も含む。）として、実施が可能になります。

遠隔点呼を実施したいのですが、どのような機器を購入すれば良いのでしょうか。

○ 各事業者様で告示第５条の条件を満たすことを確認し、機器を選定ください。遠隔点呼はパソコンやアルコール検知器等
のベーシックな機器の組み合わせでも実施できることから、特段機器認定を行っておりません。

遠隔点呼機器を設置する施設・環境要件として、監視カメラの天井への設置など、なりすまし防止対策を求めてきま
したが、今回の改正で何が変わったのですか。（第６条第２号関係）。

○ これまでどおり、アルコールチェック時のなりすましがないか運行管理者等が確認することは変わりませんが、遠隔点呼実
施場所への監視カメラの設置を必須としていた施設要件について、今般の改正により、監視カメラを設置せずとも、「アル
コール検知機使用時の」運転者や周囲の様子が確認できれば、スマートフォンやクラウド型ドライブレコーダー等のカメラを
使用することが可能になります。

上記以外のポイントも別紙にまとめていますので、ご参照ください。
実施場所の拡大ポイント



事業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼について

A社運転
者

A社運行管理者

B社運行管理者

委託元

受託先

A社/B社で
管理の受委託契約し、
事前に必要事項を
情報共有

【事業者間遠隔点呼イメージ】（A社、B社は資本関係が100%未満もしくは資本関係なしでも可能）

点
呼

運転者自動点呼機器

運行管理者

事前に点呼
情報入力※

【業務前自動点呼イメージ】

・異常が見られた場合は自動点呼を中止又は中断し、運行管
理者が適切な措置を講じること

・運行管理者等は事前に業務前自動点呼の実施予定を機器
に入力すること

・事前に管轄の運輸支局へ業務前自動点呼の実施届出を
行うこと

・事前に管理の受委託申請を行い、地方運輸局長から許可を
得ること

・国土交通省の認定を受けた機器を使用すること

・事前に管轄の運輸支局へ事業者間遠隔点呼の実施届出を
行うこと
・異常が生じた場合は委託元に連絡し、運転者等が属する運
行管理者が適切な措置を講じること

・管理の受委託契約を締結し、事前に事業者間遠隔点呼の
実施に当たり必要となる事項の情報共有を行うこと

事業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼の制度化に向け、告示※１を令和７年４月末で改正。
改正内容は、運行管理高度化WGのWEBサイトを参照※２。

※１ 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示（令和７年国土交通省告示第３４７号）
※２ 令和６年第３回運行管理高度化WG 参考資料１及び２ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html

※ 申請や届出における具体の要件については関係通達を発出予定



令和７年度 運行管理高度化の取組項目案

ＩＣＴを活用した点呼制度の活用促進に係る周知・啓発

運行管理業務の一元化のさらなる検討

・現制度の意義や理解向上を図るための情報の整備、リーフレットの作成等
・現制度をうまく活用している導入優良事例の調査

→調査で得られた現行制度の困りごとや課題についてもニーズを踏まえながら随時対応していく

・運行管理業務の一元化における運行管理者選任数に係る実証

他検討会やWGとも連携しながら、点呼制度・運行管理業務の一元化等についての議論
を適宜WG形式で開催させていただく

(参考)遠隔点呼制度化時作成のリーフレット

・事業者を跨いだ運行管理業務の一元化のニーズ調査

→ニーズを踏まえながら業態を拡大しながら検討

運行中の動態管理による安全向上策についての検討

・現在の動向把握
・動態管理が可能な次世代運行管理システムの普及に向けた標準化の検討
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○運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数

は、増加傾向に転じている

○令和５年は健康起因事故報告件数のうち約２５％が交通事故に至っているが、人身事故件数は横ばいの状況

乗合 （運転者数：約７万人）

貸切・特定 （運転者数：約４万人）

タクシー （運転者数：約２５万人）

トラック （運転者数：約８５万人）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）

衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

18

健康状態に起因する事故報告件数
（業態毎の件数）

健康状態に起因する事故報告件数
（報告内容毎の件数）

運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移

124 108
143 140

192 167
115 114

145
187

15
19

18 22

27
27

16 11

18

39

46 62

68 52

46
56

50 53

44

56

35
55

75 84

98
77

105 110
106

136

220
244

304 298

363 363

286 288
313

418

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

22 17 15 21 18 23 26 29 27 25
43 60 78 72 66 66 44

66 49 80

155
167

211 205
279

238
216 193 237

313220
244

304 298

363

327

286 288
313

418

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5



1 0 2 0 0 0 0 1
3

2 4 3

7

3 3 0 2
4

11 17 14
18

18
24

13
11

16

34
15

19 18
22

27 27

16

11

18

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

6 2 1 4 2 9 1 3 3 84 5 8 7 7 7
4 6 4 9

114
101

134 129

183
151

110 105
138

170

124
108

143 140

192
167

115 114

145

187

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

業態別の健康状態に起因する事故報告件数の推移

貸切・特定

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

運転者数：約４万人

運転者数：約２３万人 運転者数：約８４万人

○各モードにおいても健康起因事故の報告件数は令和４年比で増加している。

○バスの多くは事故に至らずに乗務の中断を実施している一方、タクシー、トラックでは約半数が事故に至っている。

○各モードにおいて、運行の中断等、交通事故に至らなかった事案が令和４年比で増加している。

（路線バス等）
（観光バス等）

運転者数：約７万人
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健康起因事故の疾病別の内訳（平成２６年～令和５年）

○過去１０年間で健康起因事故を起こした運転者３，０６２人のうち心臓疾患、 脳疾患、大動脈瘤及び解離が３０％を占める。
○うち、死亡した運転者４９１人の疾病別内訳は、心臓疾患が５５％、脳疾患が１０％、大動脈瘤及び解離が１４％を占める。

計３，０６２人

20

健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳
（平成２６年～令和５年）

健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳
（平成２６年～令和５年）

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

４３２人,１４％

脳疾患
（くも膜下出血、

脳内出血等）

３９３人,１３％

大動脈瘤及び解離
９５人,３％

呼吸器系疾患
２１０人,７％

消化器系疾患
１６８人,５％

その他
１２６９人

４１％

不明
４８６人
１６％

計４９１人

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

２７０人
５５％

脳疾患
（くも膜下出血、脳内出血等）

５１人
１０％

大動脈瘤及び解離
６８人,１４％

その他
３６人,７％

不明
６３人
１３％

呼吸器系疾患
３人,１％

睡眠時無呼吸症候群
９人,０．３％



事業用自動車運転者の健康管理に関する主な取組

○ 「乗務員等の健康状態の把握」「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員等の運行の業務禁止」
⇒ 雇い入れ時の健康診断及び定期健康診断実施の義務付け

従来からの法令上の義務

○ 「運行管理者による点呼時の確認」
⇒ 業務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認

○ 『健康管理マニュアル』 （平成２２年７月策定 平成２６年４月改訂）
⇒ 健康状態の把握、就業上の措置の決定等について具体的方策を整理
⇒ SAS、脳血管疾患及び心臓疾患に関するスクリーニング検査を推奨

健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

○ 『睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策マニュアル』
（平成１５年６月策定 平成１９年６月及び平成２７年８月改訂）
○ 『脳血管疾患対策ガイドライン』 （平成３０年２月策定）

○ 『心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン』 （令和元年７月策定）

○ 『自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル』 （令和４年３月策定）

各マニュアルの周知状
況やスクリーニング検査
の受診状況につき
各モードごとに調査実施

スクリーニングモデル事業の実施
○ 『自動車運送事業者への脳健診普及に向けたモデル事業』の実施 （平成30年度～令和４年度）
○ 『眼科検診普及に向けたモデル事業』の実施 （令和３年度～）
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○ 『自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル』 （令和６年３月策定）



「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の概要

事業用自動車の運転者の
健康管理マニュアル

平成22年7月策定
平成26年4月改訂

１．運転者の健康状態の把握
➀ 定期健康診断による疾病の把握（義務）

② 一定の病気等に係る外見上の前兆や自覚症状等によ
る疾病の把握（義務）

③ 脳疾患・心臓疾患や睡眠時無呼吸症候群等の主要
疾病に関するスクリーニング検査（推奨）

※ ➀ ～ ③ において異常所見等がある場合には、
医師の診断や面接指導、必要に応じて所見に応じた検査
を受診させ、医師の意見を聴取（義務）

２．就業上の措置の決定
④ 医師の意見を踏まえ就業上の措置の決定（義務）

⑤ 医師等による改善指導（義務）

３．判断目安に基づく乗務前・中の判断・対処
（義務）

就業上における判断と対処の流れ

定期健康診断
(義務)

自覚症状等
(義務)

主要疾病等に関する
スクリーニング検査

(推奨)

診断/面接指導(義務)
(所見に応じた検査含む)

就
業
上
の
措
置
を
決
定

(

義
務)

通
常
乗
務
可

➀ ② ③

④

➀ ～ ③

所見
なし なし

所見
なし

所見あり 所見ありあり
乗務可

乗務の
軽減・転換

医師

意見

改善指導(義務)
(保健指導)

⑤ 医師等

受診 受診

受診

事
業
者

22
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健康管理マニュアルにおいて推奨しているスクリーニング検査

○ 事業用自動車の運転者の「健康管理マニュアル」（平成２２年７月策定、平成２６年４月改訂）において、脳・

心臓・消化器系疾患や睡眠障害等の主要疾病に関するスクリーニング検査について受診を推奨。

○ また、業界団体においても、脳血管疾患や心臓疾患、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）などの主要疾病のスク

リーニング検査の受診に対する補助を実施。

ＳＡＳに関する検査

パルスオキシメトリ検査 フローセンサ検査

人間ドック
◆ 生活習慣病の予防や疾病の早期把握などを目的
とした総合的な健康診断

脳ＭＲＩ画像 脳ＭＲA画像

脳健診
◆ MRIやMRA、CTなどの画像検査により、無症候
又は未発達の脳血管疾患を発見

◆ MRIとMRAの２項目だけを行う簡易検査もある

ＭＲＩ検査

◆ 睡眠時の血中酸素量や呼吸数をモニタリングし、
ＳＡＳの早期発見に寄与する

心臓疾患に関する検査
◆ ホルター心電図検査等を含む必要な心電図検査
の受診を推奨



自動車運送事業の安全総合対策事業 （令和７年度予算要求 補助金関係）

■ 先進安全自動車（ASV）、デジタル式運行記録計・ドライブレコーダーの機器等の普及を促進し、事故の削減を図るため、自動
車運送事業者に対して、対象機器等の補助を行う。

概 要

○先進安全自動車（ASV）の導入支援

【補助率】 導入費用の１／２
【対象機器】 ・衝突被害軽減ブレーキ（歩行者検知機能付き）

・ドライバー異常時対応システム
・後側方接近車両注意喚起装置
・統合制御型可変式速度超過抑制装置
・事故自動通報システム
・アルコール・インターロック
・車輪脱落防止検知システム
・道路標識注意喚起装置 等

車輪脱落防止検知システム
衝突被害軽減ブレーキ
（歩行者検知機能付き）

○過労運転防止のための先進機器の導入支援

【補助率】 導入費用の１／２
【対象機器】 ・遠隔点呼機器、自動点呼機器

・運行中における運転者の疲労状態を測定する機器等

ドライバーの
居眠り感知・警報装置

○デジタル式運行記録計・ドライブレコーダーの導入支援

【補助率】 導入費用の１／２、１／３
【対象機器】 デジタル式運行記録計及びドライブレコーダー

（一体型を含む）

○社内安全教育の実施支援

【補助率】 実施費用の１／２、１／３
【対象メニュー】 ・ドライブレコーダー等を活用した安全運転教育

・バスドライバーの実地型教育 等

○健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援

【補助率】 実施費用の１／２
【対象検査】ＳＡＳ、脳血管疾患、心疾患、視野障害等の

スクリーニング検査

デジタル式
運行記録計 ドライブレコーダー 通信機能付の

デジタル式運行記録計・
ドライブレコーダー 一体型

クラウドサーバー
無線通信

（LTE等）

専用の
解析ソフトで分析

専門的な知見を有する外部の専門家のコンサルティングを通じて、
事業者の安全意識の向上を図る。

主要疾患を未病段階で発見し治療に繋げることで、健康起因
による事故防止を図る。
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睡眠時無呼吸症候群（SAS）が疑われる事故報告について

○ 既存の研究において、以下が明らかになっている

ＳＡＳの有無により、自動車の事故率は２．４倍の差

○ 日本の男性トラック運転者の約７～１０％、女性の
約３％が中等度以上の睡眠呼吸障害であることが
示されている。

SASが関わる事故の発生状況を把握する
ため、SASが疑われる居眠り運転、漫然
運転による事故を健康起因事故として報
告することを明示するように、通達改正
（令和４年３月）

睡眠中に舌が喉の奥に沈下することにより
気道が塞がれ、睡眠中に頻回に呼吸がとまる状態

<SASと事故リスク>

<自動車事故報告書等の取扱要領の一部改正>

自動車事故報告書等の取扱要領

１１ 運転者の健康状態に起因する事故

（略）

睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を
伴う事故においては、規則第２条第９号に該当する事故とし
て報告させるよう事業者等を指導すること。「睡眠時無呼吸
症候群が疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことが
あり治っていないもの、又は「自動車運送事業者における睡
眠時無呼吸症候群対策マニュアル」（平成２７年８月国土交
通省自動車局）に記載のＳＡＳの症状があるものをいう。

25

発生した事故とＳＡＳの因果関係を把握す
るため、事故前後のＳＡＳスクリーニング
検査の受診状況を報告することを明示す
るように、通達改正（令和６年１０月※）

※施行は令和７年４月



事故調査の流れ

事業用自動車事故調査委員会

要因分析、再発防止策（案）の作成・審議

特別重要調査対象事故 重要調査対象事故

報告書（再発防止策に関する意見）の提出

事業用自動車事故調査委員会

外部委託

○ 平成１１年運輸技術審議会・答申を受け、平成13年度から有識者による「交通事故要因分析検討会」を設
置。

○ 平成２０年の運輸安全委員会設置法改正時の附帯決議等において、「法施行５年後において、業務範囲に自
動車事故を加えるなど、運輸安全委員会の在り方について検討する」こととされた。

○ 平成２６年６月より、事業用自動車の重大事故の事故要因の調査分析と再発防止対策の提言を目的に、「交
通事故総合分析センター」を事務局とした各分野の専門家から構成される「事業用自動車事故調査委員会」を
設置。

○ 軽井沢スキーバス事故をはじめ６３件の事業用自動車の重大事故について、調査報告書を公表済み。

経緯

事故発生

国土交通省自動車局 警察庁

事業用自動車事故調査委員会委員名簿
酒井 一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所

主管研究員

今井 猛嘉 法政大学法科大学院 教授、弁護士

小田切 優子 東京医科大学
医学部医学科公衆衛生学分野 講師

久保田 尚 埼玉大学大学院 理工学研究科 名誉教
授、日本大学 客員教授

首藤 由紀 株式会社社会安全研究所
代表取締役 所長

吉田 裕 関西大学社会安全学部 教授
廣瀬 敏也 芝浦工業大学工学部 教授

協力国土交通省道路局 協力

事業用自動車事故調査委員会
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/repor
t1.html



事業用自動車事故調査委員会（R6.11.1５公表）



事業用自動車事故調査委員会（R7.3.21公表）



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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30

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

事業停止 0 0 0 0 0

車両停止 5 2 6 4 2

軽減警告 0 7 7 2 4

警告 0 1 1 0 0

監査件数 40 72 65 71 64
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東北運輸局における貸切バス事業者の監査及び行政処分等の状況

監査・行政処分等の推移 ［令和２年度～令和６年度］



31

運賃・料金
59%

運送引受書
35%

事業計画
6%

R6R5R4R3R2

12214   運賃・料金

01122 運送引受書

1事業計画

安全情報の公表

区域外輸送

その他

年度
違反事項

東北運輸局における貸切バス事業者の監査及び行政処分等の状況

行政処分等に係る違反事項① 《利用者の利便確保・業務関係》
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指導・監督(一般・特

別)適性診断
52%

点呼の実施・記録
16%

乗務員台帳
13%

運行記録計関係
4%

補助者の要件・届出
4%

運行指示書関係
3%

運行管理者講習
3%

乗務記録
1%

健康診断未実施
1%

その他
3%

指導・監督(一般・特別)適性診断 点呼の実施・記録

乗務員台帳 運行記録計関係

運行指示書関係 運行管理者講習

乗務記録 その他

R6R5R4R3R2
5313163指導・監督（一般･

特別）適性診断

22215点呼の実施・記録

1333乗務員等台帳

過労防止等

1健康診断未実施

11運行指示書関係

1業務記録

111運行記録計関係

111補助者の要件・届出

運転者の制限・選任

11運行管理者講習

運行状況把握の体制

11その他

年度
違反事項

東北運輸局における貸切バス事業者の監査及び行政処分等の状況

行政処分等に係る違反事項② 《輸送の安全確保・運行管理関係》
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定期点検整備
50%

整備管理者
研修
25%

整備管理者
選任届
25%

無車検運行
0%

定期点検整備 整備管理者研修

整備管理者選任届 無車検運行

R６R５R４R３R２

０１００１定期点検整備

００１００整備管理者研修

００１００整備管理者選任届

東北運輸局における貸切バス事業者の監査及び行政処分等の状況

年度

違反事項

行政処分等に係る違反事項③ 《整備管理関係》
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貸切バス適正化機関による巡回指導
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運送引受書の作成、交付、保存

届出運賃の適正な収受

運転者に対する指導監督の実施、記録、保存

乗務員台帳の作成、保存

輸送の安全に関わる情報の公表、国への報告

特定の運転者に対する適性診断

健康診断の実施、記録、保存

車体表示、車内表示、応急器具の備付等

点呼の実施、記録、保存

特定の運転者に対する特別な指導

指摘事項件数

巡回指導における主な指摘事項 ［令和６年度］



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例と

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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現状

制度改正後

〇 重大事故を起こした事業者の大半は、運転者への指導監督が不適切、点呼が未実施であるな
ど運行管理が不十分。
〇 令和５年１月に、運転者に対する指導・監督マニュアルを改正し、「坂道での適切な運転操作」や
「非常口や非常停止ボタンの使い方の周知」等を徹底。
〇 加えて、令和５年10月10日に省令を改正し、「デジタル式運行記録計の使用の義務化」、「アル
コール検知器使用時の画像記録保存の義務化」、「点呼記録の動画保存の義務化」等を順次実施。

アルコール検知器運行記録計 点呼記録

デジタル式のみ

アナログ式や
デジタル式

呼気中のアルコールの有無を確認
＋

検知器使用時の画像記録

紙や電磁的方法で
１年間保存呼気中のアルコールの有無を確認

電磁的方法で３年間保存
＋

動画（音声含む）で
点呼の様子を撮影の上、

90日間保存

監査や巡回指導において、
確実に点呼が行われているか確認

貸切バス事業者の安全対策の強化

貸切バスの安全規制強化内容（令和５年10月10日省令改正、令和６年４月1日施行※）
※一部の適用は令和7年４月1日
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点呼の様子を動画保存

○保存期間 ９０日間

○１日の乗務の前後等に実施して
いる点呼では、運転者の方の酒
気帯びの有無や、疲労・睡眠不
足の状況などを確認しています
が、その様子の一部始終を動画
で撮影・保存してください。

○映像と音声の両方記録できるこ
と、 運転者を識別できることが必
須です。

○電話点呼の場合は、 点呼実施
者・運転者双方のやり取りの録
音のみでOKです。

貸切バス事業者の安全対策の強化
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アルコールチェックの様子を撮影保
存

○保存期間 ９０日間

○点呼の動画内で、アルコール
チェック時の運転者の顔が容易
に識別できる場合は、改めての
写真撮影は不要です。

○正しいアルコール数値を計測す
るために、メーカーが指定する測
定方法を守りましょう。

○検査中の運転者の顔が容易に
確認できない電話点呼の場合、
顔写真を撮影 ・ 保存することが
必須ですが 、 ドライブレコー
ダーによるアルコールチェック時
の映像で代えることも可能です。

貸切バス事業者の安全対策の強化
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保存期間を３年に延長

○保存期間 ３年

○運送引受書、手数料額を記載し
た書類、業務記録、運行指示書、
点呼の記録は令和６年４月１日
分以降は保存期間が延長されま
す。

○点呼の記録に関しては、電子
ファイル保存が必須となっており
ます。

○システムの導入は必須ではなく、
紙媒体に記録したものをスキャン
して保存する、表計算ソフトで作
成したものをPDF等のデータで保
存するなどの対応でも問題あり
ません。

貸切バス事業者の安全対策の強化
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○保存期間 ３年

○デジタル式運行記録計（デジタ
コ）の使用が必須になります。

○令和７年４月１日以降は全車両
必須となります。

○運行形態が貸切契約の場合は、
その運行の実態や車両の形状
に関わらず、デジタル式運行記
録計の使用が義務となります。

○年式が非常に古く、デジタコを
装着できない車両（ボンネットバ
ス等）は義務付けの対象外です。

デジタコの使用と運行記録の３年間
記録保存

貸切バス事業者の安全対策の強化



41

公表すべき内容の追加

○各社がインターネット等で公表
すべき安全に係る取組の内容と
して、初任運転者に対して行う
「安全運転の実技指導」を追加し
ます。（令和６年４月１日以降に
報告を行うものから適用されま
す）

○初任運転者に対して行う、20時
間の実技指導（添乗付き）につい
て、実施ルートや時期、車種区分、
指導の具体内容、添乗者の指導
歴等をホームページに掲載くださ
い 。

貸切バス事業者の安全対策の強化



貸切バス事業者様向けの解説動画
（国土交通省YouTubeチャンネルへ遷移します）

改正された省令・通達等の全文

運転者に対する指導監督指針の内容

お役立ちリンク

貸切バス事業者のみなさま

制度の概要についてはパンフレットや動画解説によって周知を図っておりますので、以下お役
立ちリンクのQRコードからアクセス可能です。

42

貸切バス事業者の安全対策の強化



貸切バス運転者に対する実技指導の解説動画

○国土交通省では、貸切バスの安全性向上のための取組の一環として、貸切バス運転
者に対する実技指導の具体的事例の動画を作成。

○本動画では、長い下り坂のある道路（いろは坂やふじあざみライン）、高速道路、隘路、
市街地など、それぞれの場所の特性に応じた運転の指導方法を解説。

○作成した動画は令和６年４月４日から国土交通省YouTubeチャンネルで公開中です。

① ②

③ ④ ＜例＞

①夜間・繁華街

②長い下り坂

③高速道路

④ヒヤリハット事例

解説動画
国土交通省YouTube



○令和５年10月10日に改正された、貸切バスの安全性向上のための制度改正内容の周知のた
め、貸切バス事業者の方々において必要となる対応について、パンフレット及び動画を作成し、
国土交通省HP、国土交通省YouTubeチャンネルにて公開。

パンフレット（一部抜粋） 解説動画

貸切バス事業者の安全対策の強化
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飲酒運転による事業用自動車の交通事故

事業用自動車による飲酒運転事故件数の推移
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事業用全体 乗合バス 貸切バス タクシー トラック（軽貨物） トラック（軽貨物以外）

プラン2025削減目標
飲酒運転ゼロ

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

○ 事業用自動車による令和５年の飲酒運転事故件数は48件で、令和４年と比較して11件増加。
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自動車運送事業者における飲酒運転防止対策

自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアルの作成

飲酒運転防止を目的とし、
1章：飲酒運転防止対策の必要性
2章：事業者による運転者へのアルコール依存症の把握
3章：スクリーニング検査※
4章：アルコール依存症検査※における事業者の対応
について記載し、事業者自らが飲酒傾向の強い運転者に
対するための具体的な方法について記載。
国交省HPにて公開中。業界団体を通じて周知。

自動車運送事業者を対象とした飲酒運転防止セミナーの開催

令和７年２月１７日（月）にプロドライバーの健康管理・労務管理の向上、飲酒運転防止による事故防止に関す
るセミナーを対面・WEB方式にて開催。
国土交通省から健康起因事故及び飲酒運転の防止に係る国土交通省の取組について説明したのちに、
・「厚生労働省の「飲酒ガイドライン」と国土交通省の「飲酒運転防止マニュアル」を有効活用する！」
・「飲酒運転防止の取組 ～現場の創意工夫と地道な継続で広げる飲酒運転防止意識～」
について、有識者お二人にご講演頂いた。
令和６年度のアンケートでは9割を超える参加者から「よく理解できた」と回答があり、業務への活用についても
「大いに活用できる」「一部活用できる」の回答が9割超を占めた。
令和７年度も開催予定。

※令和６年１０月自動車事故報告規則を改正し、検査の実施状況の報告を求める。

改正後自動車事故報告書裏面（抜粋）
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令和６年度に改正した行政処分の基準について

（従前）
●処分日車数による行政処分に加え、７日間の事業の停止処分を付加（①、②に該当する場合）

① 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、酒気帯び運転を伴う重大事故を引き起こし
たとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合

② ①の違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合

（新設）
●飲酒運転防止に係る指導監督義務 初違反１００日車 再違反２００日車
（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る飲酒運転防止に関する指導について、明らかに実施されていることを

指導記録により事業者が証明した場合を除く。）
併科

●処分日車数による行政処分に加え、３日間の事業の停止処分を付加（①、②に該当する場合）
① 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、酒気帯び運転を行ったとして都道府県公安

委員会から道路交通法通知等があった場合
② ①の違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合

（新設）
●飲酒運転防止に係る点呼実施義務 初違反１００日車 再違反２００日車
（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る点呼について、明らかに実施されていることを点呼記録により事業者が

証明した場合を除く。）

※上記指導監督違反に加えて、酒酔い・酒気帯び運行の際に点呼未実施についても、違反行為として新設

■ 酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化
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再 違 反初 違 反未受診者数

（変更なし）10日車（変更なし）警 告1名

（変更なし）40日車（変更なし）20日車2名

改正後30日車／未受診者1名現 行80日車改正後15日車／未受診者1名現 行40日車3名以上

■ 疾病、疲労等のおそれのある運行の業務（健康診断未受診者）に係る行政処分基準の強化



48

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】

厚生労働省において令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用

改善基準告示の改正

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html



メールマガジンの配信

○ 国土交通省で収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものを情報提供することで、事故防止の取組への活用を目的
に、平成21年６月からメールマガジンの配信を開始し、毎週金曜日に定期配信。（令和７年３月７日に第８０１号を配信）

○ 購読者数は運送事業者や運行管理者等をはじめとして２万人を突破。

【メールマガジンURL】 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/mailmagazine.html

メールマガジンの登録方法
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